






● 銘柄名称：鶴岡市第３回公募公債（かもすい∞クラゲ応援債）
● 発行額：４億円 ● 発行価格：額面１００円につき１００円
● 購入申込期間：令和７年１２月１日（月）～１２月１９日（金）当日消印有効（申込多数の場合は抽選）
● 抽選日：令和８年１月１５日（木） ● 発行日：令和８年２月２７日（金）
● 購入手続期間：令和８年２月２日（月）～２月１２日（木）
● 償還日：令和１３年２月２８日（５年満期一括償還）【銀行休業日の場合は前営業日】
● 利払日：年２回（８月末日、２月末日）【銀行休業日の場合は前営業日】
● 利率：令和８年１月入札・発行の５年利付国債の応募者利回り＋０．２００％（固定金利）

令和８年１月２３日（金）に取扱金融機関の店頭、市のホームページ（https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kanko/index.html)等で発表予定
● 購入限度額：お１人様１０万円から、１０万円単位で１００万円まで。

● 購入申込できる方
市内外の20歳以上の個人　※申込者多数の場合は抽選になります。
● お申し込み方法
①紙提出・・・このチラシに挟まれている「かもすい∞クラゲ応援債購入申込書」（コピー可）または鶴岡市観光物産課のホームぺージ
（https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kanko/index.html）からダウンロードし印刷した「かもすい∞クラゲ応援債購入申込書」に必要事項を記入し、
封書で鶴岡市観光物産課（郵便９９７-８６０１ 山形県鶴岡市馬場町９-２５）まで郵送もしくは持参してください（１購入者１口に限ります）。
②データ提出・・・紙の「かもすい∞クラゲ応援債購入申込書」に必要事項を記入し、PDFにしたデータ、または観光物産課のホームページから
ダウンロードした「かもすい∞クラゲ応援債購入申込書」データ（Excel）に必要事項を入力し、PDFにしたデータを鶴岡市観光物産課の代表メール
アドレス（kanko@city.tsuruoka.yamagata.jp）まで送信ください。
　※紙とデータいずれの提出の場合も同意書欄にあるチェックボックスに必ず ✔ を入れてください。
● 注意事項 ● 抽選について
○ 次の場合、お申し込みが無効になりますのでご注意ください。 発行額を超えた申し込みがあった場合は公開抽選会を行い

・ 「購入申込できる方」の要件を満たしていない場合 当選者を決定します。
・ 「かもすい∞クラゲ応援債購入申込書」以外で申し込んだ場合 ○ 抽選日：令和８年１月15日（木）午後２時
・１人で複数申し込んだ場合 抽選会場：観光・食文化情報発信拠点
・１枚の申込書で複数人申し込んだ場合 「つるおか食文化市場FOODEVER（フーデヴァー）」
・ 申込書に記載漏れや誤りがある場合 ・ その他不正等を確認した場合 抽選結果は公表せず全員に郵送でご連絡します。

○ 原則として応募後の金額や金融機関の変更は出来ません。 電話や抽選会場でのお問い合わせには応じかねますので
ご了承ください。

●購入手続き
当選された場合は、令和8年2月2日（月）から2月12日（木）午後3時まで（予定）に抽選結果通知に記載されている金融機関で、
当選者ご本人が購入手続きを行ってください。なお、発行額以内の申し込みであった場合も同様の通知が郵送されます。

・ 代理の方は手続きができません。 ・ 上記期間内に購入されなかった場合は当選が無効になります。
・ 市債の商品性・リスク等についてご理解いただけない場合は購入をお断りするケースがありますのでご了承ください。

●購入手続きに必要な書類等
〇 購入案内（当選）通知 〇 購入代金　 〇 取扱金融機関の預金通帳　※お持ちでない方は事前に口座開設の手続きが必要になります。　
〇 印鑑（通帳の届出印）　 〇 本人確認書類（運転免許証、個人番号カード等）
〇マル優・特別マル優制度ご利用の方は確認書類（年金証書等）

※お申込み日から発行日までの期間については、利息がつきません。

●「かもすい∞クラゲ応援債」は預金ではなく、元本を保証する商品ではありません。●「かもすい∞クラゲ応援債」は預金保険制度の対象ではありません。また、取扱金融機関で販売する「

かもすい∞クラゲ応援債」は投資者保護基金の対象ではありません。●中途換金できますが、金融市場における相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。満期前に換金の必要が生じ

た場合は、購入した取扱金融機関で換金が出来ます。ただし、市場価格での売却となるため、売却時の金利の状況によって売却損が生じたり、投資元本を割り込む場合があります。また、中途

換金のお申し込みから資金の受取りまでは日数を要します。なお、利払日及び償還日前には換金出来ない場合がありますのでご了承ください。●債券の発行者の業務または財産の状況の変化等

により、損失が生じるおそれがあります。公募地方債は地方公共団体が発行する債券で、元金と利子の支払いを地方公共団体が行う安全性の高い地方債です。ただし、発行者である鶴岡市の信

用状況等に変化が生じた場合、市場価格の変動により売却損が生じる場合があります。また、鶴岡市の信用状況の悪化等により元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあり

ます。●券面（証券）は発行されません。「一般債振替制度」による振替債での発行となりますので、国債と同様に券面（証券）の発行はありません。残高及び売買決済等は、ご購入いただい

た金融機関で管理されます。また、利子、償還金はご指定口座に自動的に入金されます。●手数料等諸費用はかかりません。「かもすい∞クラゲ応援債」をご購入いただく場合は、購入対価のみ

をお支払いいただきます。振替決済口座管理に伴う手数料はかかりません。●「かもすい∞クラゲ応援債」のお取引は、クーリングオフの対象にはなりません。約定が成立した場合はその注文

を取り消すことはできません。●利子から税金が差し引かれます。利払時や償還時に手数料はかかりませんが、マル優・特別マル優制度をご利用の方以外は、原則として一律20.315%の税金

が利子から差し引かれます。●令和８年1月における国債の入札・発行予定日が延期となった場合は、募集開始直前における国債の流通利回りを参考に利率を決定する場合があります。●「か

もすい∞クラゲ応援債」のご購入に際しては、必ず「契約締結前交付書面」により内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。「契約書締結前交付書面」は、取扱金融機関の窓口にてご用

意しております。

 発 行 条 件

 取 扱 金 融 機 関

 購 入 方 法

 ご購入にあたっての重要事項

商号等　株式会社　山形銀行
登録金融機関　東北財務局長（登金）第１２号
加入協会　日本証券業協会
電話番号　０１２０-５０６-１０４

商号等　鶴岡信用金庫
登録金融機関　東北財務局長（登金）第４１号
加入協会　日本証券業協会
電話番号　0２３５-２２-２５８７

商号等　株式会社　荘内銀行
登録金融機関　東北財務局長（登金）第６号
加入協会　日本証券業協会
電話番号　０１２０-１０３２-３９

商号等　株式会社　きらやか銀行
登録金融機関　東北財務局長（登金）第１５号
加入協会　日本証券業協会
電話番号　０１２０-３２-４４１５


